
【機密性1情報】 様式3-4

公益
法人
の区
分

国認定、
都道府県
認定の区

分

応札・
応募者
数

日本スポーツ振興センター法
人ウェブサイトのリニューア
ル事前準備業務

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.11.7
アライド・ブレインズ株式会社
東京都千代田区九段北1-10-9

9010001093298
【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
企画競争により選定された業者であるため。

9,000,000 8,992,975 99.92% 0 － － －

新スポーツくじ端末構築総合
テストに係る現行端末システ
ムでの関連作業実施

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.11.9

富士通株式会社パブリック＆ヘ
ルスケア事業本部官庁第二事業
部
東京都港区東新橋1-5-2

1020001071491

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
現行スポーツくじ端末調達時に予め詳細要件を記載す
ることは困難であり、次期スポーツくじ端末調達時に
本作業を含めた場合や、本作業を切り出して一般競争
等に付して現行スポーツくじ端末運用担当業者以外が
本作業を行うことになった場合も、作業による影響特
定が非効率、不正確となることに加えて、稼動後の障
害発生時においても問題箇所の特定が著しく困難とな
り、責任（契約不適合責任）が不明確となる蓋然性が
高く、センターにとって著しく不利な契約となる虞が
あるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

6,006,000 － 0 － － －

第３３回オリンピック夏季競
技大会（フランス/パリ）及
び第１７回パラリンピック夏
季競技大会（フランス/パ
リ）におけるサポート  活動
のための宿泊施設の手配業務
の委託

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.11.24

VPI SAS
73 rue antoine Arnaud 69400
Villefranche sur Saone,
France

-

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
現地視察、機能や規模、選手村や拠点からのアクセス
や周囲の環境等を踏まえ利用する宿泊施設を、「Kley
Paris Asnières」を選定する。選定した施設を使用す
るにあたっての契約は、フランスの特性や現地情勢に
精通している現地企業であること、施設所有者の海外
組織と共通言語が違う中での各種調整・交渉対応が可
能であることが求められる。また、別途手配している
拠点が活動の中心となるため、当該施設との調整がス
ムーズに実施できる必要があるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

185,723,961 － 0 － － －
1,144,960

ユーロにて契
約

令和５年度「アスリート育成
パスウェイの構築支援」事業
アスリートパスウェイシステ
ムを活用した発掘プログラム
ジャパン・ライジング・ス
ター・プロジェクト（オリン
ピック競技）二次募集

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.11.28
公益財団法人日本ラグビーフッ
トボール協会
東京都港区北青山二丁目8-35

2010405003181

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
本事業は、アスリートの戦略的な発掘・育成・強化に
向けて、中央競技団体のアスリート育成パスウェイを
一体的なプログラム構造で支援することを目的として
おり、委託先の中央競技団体の選定に当たっては、専
門的な知見やノウハウ等の技術的な要素を評価するこ
とが重要であるため、外部有識者等から構成される選
定会議において委託先を選定している。ついては、こ
の選定委員会で選定された公益財団法人日本ラグビー
フットボール協会と委託契約を締結する。

3,500,000 3,413,303 97.52% 0 公財 国認定 1 概算契約

令和５年度「アスリート育成
パスウェイの構築支援」事業
アスリートパスウェイシステ
ムを活用した発掘プログラム
ジャパン・ライジング・ス
ター・プロジェクト（オリン
ピック競技）二次募集

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.11.28

公益社団法人日本トライアスロ
ン連合
東京都新宿区霞ヶ丘町4ｰ2JAPAN
SPORT OLYMPIC SQUARE 708

6011005003774

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
本事業は、アスリートの戦略的な発掘・育成・強化に
向けて、中央競技団体のアスリート育成パスウェイを
一体的なプログラム構造で支援することを目的として
おり、委託先の中央競技団体の選定に当たっては、専
門的な知見やノウハウ等の技術的な要素を評価するこ
とが重要であるため、外部有識者等から構成される選
定会議において委託先を選定している。ついては、こ
の選定委員会で選定された公益社団法人日本トライア
スロン連合と委託契約を締結する。

3,500,000 3,500,000 100.00% 0 公社 国認定 1 概算契約

落札率

再就
職の
役員
の数

公益法人の場合

備考

法人名：独立行政法人日本スポーツ振興センター（法人番号：5011105002256）

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公開（物品･役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

契約の相手方の
法人番号

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠規程及び理由

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）
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再就
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公益法人の場合

備考物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

契約の相手方の
法人番号

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠規程及び理由

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）

令和５年度「アスリート育成
パスウェイの構築支援」事業
アスリートパスウェイシステ
ムを活用した発掘プログラム
ジャパン・ライジング・ス
ター・プロジェクト（オリン
ピック競技）二次募集

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.11.28

公益社団法人日本山岳・スポー
ツクライミング協会
東京都新宿区霞ヶ丘町4ｰ2JAPAN
SPORT OLYMPIC SQUARE 807

5011005000120

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
本事業は、アスリートの戦略的な発掘・育成・強化に
向けて、中央競技団体のアスリート育成パスウェイを
一体的なプログラム構造で支援することを目的として
おり、委託先の中央競技団体の選定に当たっては、専
門的な知見やノウハウ等の技術的な要素を評価するこ
とが重要であるため、外部有識者等から構成される選
定会議において委託先を選定している。ついては、こ
の選定委員会で選定された公益社団法人日本山岳・ス
ポーツクライミング協会と委託契約を締結する。

3,500,000 3,500,000 100.00% 0 公社 国認定 1 概算契約

令和５年度「アスリート育成
パスウェイの構築支援」事業
アスリートパスウェイシステ
ムを活用した発掘プログラム
ジャパン・ライジング・ス
ター・プロジェクト（オリン
ピック競技）二次募集

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.11.28

公益財団法人日本ハンドボール
協会
東京都新宿区霞ヶ丘町4ｰ2JAPAN
SPORT OLYMPIC SQUARE 608

2011005000321

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
本事業は、アスリートの戦略的な発掘・育成・強化に
向けて、中央競技団体のアスリート育成パスウェイを
一体的なプログラム構造で支援することを目的として
おり、委託先の中央競技団体の選定に当たっては、専
門的な知見やノウハウ等の技術的な要素を評価するこ
とが重要であるため、外部有識者等から構成される選
定会議において委託先を選定している。ついては、こ
の選定委員会で選定された公益財団法人日本ハンド
ボール協会と委託契約を締結する。

3,500,000 3,499,926 99.99% 0 公財 国認定 1 概算契約

令和５年度「アスリート育成
パスウェイの構築支援」事業
アスリートパスウェイシステ
ムを活用した発掘プログラム
ジャパン・ライジング・ス
ター・プロジェクト（オリン
ピック競技）二次募集

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.11.28

公益社団法人日本ボブスレー・
リュージュ・スケルトン連盟
東京都新宿区霞ヶ丘町4ｰ2JAPAN
SPORT OLYMPIC SQUARE 408

4100005010716

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
本事業は、アスリートの戦略的な発掘・育成・強化に
向けて、中央競技団体のアスリート育成パスウェイを
一体的なプログラム構造で支援することを目的として
おり、委託先の中央競技団体の選定に当たっては、専
門的な知見やノウハウ等の技術的な要素を評価するこ
とが重要であるため、外部有識者等から構成される選
定会議において委託先を選定している。ついては、こ
の選定委員会で選定された公益社団法人日本ボブス
レー・リュージュ・スケルトン連盟と委託契約を締結
する。

3,500,000 3,495,580 99.87% 0 公社 国認定 1 概算契約

令和５年度「アスリート育成
パスウェイの構築支援」事業
アスリートパスウェイシステ
ムを活用した発掘プログラム
ジャパン・ライジング・ス
ター・プロジェクト（オリン
ピック競技）二次募集

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.11.28
公益社団法人日本ホッケー協会
東京都新宿区霞ヶ丘町4ｰ2JAPAN
SPORT OLYMPIC SQUARE 502

7011005000143

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
本事業は、アスリートの戦略的な発掘・育成・強化に
向けて、中央競技団体のアスリート育成パスウェイを
一体的なプログラム構造で支援することを目的として
おり、委託先の中央競技団体の選定に当たっては、専
門的な知見やノウハウ等の技術的な要素を評価するこ
とが重要であるため、外部有識者等から構成される選
定会議において委託先を選定している。ついては、こ
の選定委員会で選定された公益社団法人日本ホッケー
協会と委託契約を締結する。

3,500,000 3,470,730 99.16% 0 公社 国認定 1 概算契約

令和５年度「アスリート育成
パスウェイの構築支援」事業
アスリートパスウェイシステ
ムを活用した発掘プログラム
ジャパン・ライジング・ス
ター・プロジェクト（オリン
ピック競技）二次募集

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.11.28

公益財団法人日本自転車競技連
盟
東京都品川区上大崎3-3-1自転車
総合ビル5階

3011005000304

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
本事業は、アスリートの戦略的な発掘・育成・強化に
向けて、中央競技団体のアスリート育成パスウェイを
一体的なプログラム構造で支援することを目的として
おり、委託先の中央競技団体の選定に当たっては、専
門的な知見やノウハウ等の技術的な要素を評価するこ
とが重要であるため、外部有識者等から構成される選
定会議において委託先を選定している。ついては、こ
の選定委員会で選定された公益財団法人日本自転車競
技連盟と委託契約を締結する。

3,500,000 3,500,000 100.00% 0 公財 国認定 1 概算契約
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公益法人の場合

備考物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

契約の相手方の
法人番号

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠規程及び理由

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）

女性アスリート支援のための
ポータルサイト構築

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.11.30
株式会社京王エージェンシー
東京都新宿区西新宿2-4-1

8011101039869
【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
企画競争により選定された業者であるため。

13,400,000 12,100,000 90.29% 0 － － －

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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